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３.適用規定

受注者は、区画線工の施工にあたって、「道路標識・区画線及び道路表示に関する命令」、及び

第１編 ３－３－９ 区画線工の規定による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければ

ならない。 
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日本みち研究所 補訂版道路のデザイン－道路デザイン指針（案）とその解説－ 
     （平成29年11月） 

日本みち研究所 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン      （平成29年11月）
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日本みち研究所 補訂版道路のデザイン－道路デザイン指針（案）とその解説－ 

 （平成29年11月） 
日本みち研究所 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン    （平成29年11月）
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16-16-22-4 落橋防止

１.１.配筋状況の

受注者は、設計時に鉄筋探査器等により配筋状況が確認されていない場合は、工事着手前に鉄

筋探査器等により既設上下部構造の落橋防止装置取付部周辺の配筋状況の確認を実施し報告しな

ければならない。 
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